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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P1 

 

第１章 総  則 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、帯広市防災会議が

作成する計画であり、本市の地域における防災に関し、予防、応急、復旧等の災害対策を確立するととも

に、防災関係機関がとるべき措置を定め、その機能のすべてをあげて、市民             

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

 

第１章 総  則 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、帯広市防災会議が

作成する計画であり、本市の地域における防災に関し、予防、応急、復旧等の災害対策を確立するととも

に、防災関係機関がとるべき措置を定め、その機能のすべてをあげて、市民をはじめ観光客や外国人等、

本市に滞在するあらゆる人々の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

 

保護する対象者

に滞在者も含む

ことを明記 

 

 

 

P1 

 

第３節 計画の効果的促進 

（略） 

さらに、令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感

染症対策の徹底や、避難所における過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図ら

なければならない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿___＿＿＿＿＿_ 

_________________________________________________________________________________________

__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

第３節 計画の効果的促進 

（略） 

さらに、                            災害対応に当たる職員等の感

染症対策の徹底や、避難所における過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図ら

なければならない。 

加えて、東日本大震災や令和６年能登半島地震など、これまでに我が国で発生した大規模災害の教訓

等を踏まえ、積雪寒冷地である本市の地域特性を加味し、複合災害も考慮した防災対策の推進を図らな

ければならない。 

また、効果的・効率的な防災対策を行うため、AI、IoT、クラウドコンピューティング技術 、SNSの活

用など、災害対応業務のデジタル化を促進するほか、デジタル化に当たっては、システムを活用したデ

ータ収集・分析・加工・共有の体制等の整備を図らなければならない。 

新型コロナの５

類感染症への移

行を踏まえた修

正 

 

教訓や地域特性

を加味 

 

新技術活用の観

点を導入 

 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 帯広市及びとかち広域消防事務組合 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

市長部局及び消防

機関 

（略） 

⑰災害時要援護者の把握及び擁護に関すること。 

（略） 

 

２ 指定地方行政機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

北海道総合通信局 ①災害時における通信の確保に関すること及び非常通信の訓練、運用、管理

を行うこと。 

②非常通信協議会の運営に関すること。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

 

 

 

 

第７節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 帯広市及びとかち広域消防事務組合 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

市長部局及び消防

機関 

（略） 

⑰要配慮者の把握及び擁護に関すること。 

（略） 

 

２ 指定地方行政機関 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

北海道総合通信局 ①非常通信の確保等及び北海道地方非常通信協議会の運営に関すること。 

②災害時テレコム支援チーム（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）による災害対応支援に関す

ること。 

③災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の貸し出しに関する

こと。 

④非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数

等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行

う特例措置（臨機の措置）の実施に関すること。 

⑤電気通信事業者及び放送事業者の被災・復旧状況等の情報提供に関するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

所掌事務の変更

による修正 
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P5 

 

６ 指定公共機関  （公共的機関及び公益的事業を営む法人で国が指定するもの） 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

東日本電信電話㈱ 

北海道東支店 

①災害時において通信手段を確保すること。 

②災害を受けた通信設備をできるだけ早く復旧すること。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

６ 指定公共機関  （公共的機関及び公益的事業を営む法人で国が指定するもの） 

機 関 名 事  務  又  は  業  務 

東日本電信電話㈱ 

北海道東支店 

①通信設備等の防災対策に関すること 

②重要通信の確保に関すること。 

③災害時における通信の疎通確保と通信設備の復旧に関すること。 
 

所掌事務の変更

による修正 

 

 

P7 

 

第８節 市民及び事業所の基本的責務等 

（略） 

１ 市民の責務 

（略） 

（１）平常時の備え 

（略） 

  ⑦ 災害時要援護者への配慮 

  ⑧ 自主防災組織の結成 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

（２）災害時の対策 

  ① 隣近所の安否確認 

  ② 近隣の負傷者や災害時要援護者に対する救助・支援 

  ③ 地域における被災状況の把握 

  ④ 初期消火活動等の応急対策 

  ⑤ 避難所での自主的活動 

  ⑥ 道・市・防災関係機関の活動への協力 

  ⑦ 自主防災組織の活動 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

第８節 市民及び事業所の基本的責務等 

（略） 

１ 市民の責務 

（略） 

（１）平常時の備え 

（略） 

  ⑦ 要配慮者への配慮 

  ⑧ 自主防災組織の結成 

⑨ ＳＮＳ等の情報の発信元を確認するなど、情報リテラシーの向上 

 

 

（２）災害時の対策 

  ① 隣近所の安否確認 

  ② 近隣の負傷者や要配慮者に対する救助・支援 

  ③ 地域における被災状況の把握 

  ④ 初期消火活動等の応急対策 

  ⑤ 避難所での自主的活動 

  ⑥ 道・市・防災関係機関の活動への協力 

  ⑦ 自主防災組織の活動 

⑧ インターネット上における真偽の不確かな情報の拡散防止 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

リテラシー向上

を追記 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

偽情報拡散防止

を追加 

P10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 帯広市の概況 

第１節 自然条件 

３ 気象 

（２）過去の気象記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 
気 温（℃） 平均

湿度 

総降 

水量 

最深

積雪 

日照 

時間 

平均

風速 平均気温 最高気温 最低気温 

S60 6.2  34.9  -26.3  72 731.5  64 2324.2  1.9  

61 5.5  35.1  -23.2  72 810.0  35 2163.2  1.9  

（略） 

                            

第２章 帯広市の概況 

第１節 自然条件 

３ 気象 

（２）過去の気象記録 

 

 

 

 

 

 

 

年 
気 温（℃） 平均

湿度 

総降 

水量 

最深

積雪 

日照 

時間 

平均

風速 平均気温 最高気温 最低気温 

S61 5.5  35.1  -23.2  72 810.0  35 2163.2  1.9  

（略） 

6 8.9 35.1 -18.6 73 671.0 58 2128.7 1.9 

時点修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

 

 

P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 災害の状況 

１ 主要災害記録 

（１）雪害・風害 

発生年月日 被     害     状     況 

（略） （略） 

令和5年5月30日 

竜巻発生。午後3時20分ごろ、以平町付近で発生し、農家２戸の畑で

ニンジン1.6ha、大豆1ha、デントコーン1haに被害。とかち帯広空港

午後3時25分発の航空機１便が出発を遅らせた。 

新規 

 

新規 

 

第２節 災害の状況 

１ 主要災害記録 

（１）雪害・風害 

発生年月日 被     害     状     況 

（略） （略） 

令和5年5月30日 

竜巻発生。午後3時20分ごろ、以平町付近で発生し、農家２戸の畑で

ニンジン1.6ha、大豆1ha、デントコーン1haに被害。とかち帯広空港

午後3時25分発の航空機１便が出発を遅らせた。 

令和7年2月3～4日 

大雪害。発達した低気圧の影響により、4日9時までの12時間降雪量は

帯広市街地で 120 ㎝となり、国内の12 時間降雪量の記録を更新。十勝

管内各地でも記録的な大雪となった。 

積雪により、学校の屋内練習場や農業用ビニールハウス倒壊など物的被

害22件、除雪時の転倒など人的被害7件、その他１件。また、高速道路

1路線、国道4路線が通行止めとなり、JRや路線バスの運休、航空機の

欠航など公共交通機関に支障が生じたほか、各地でスタックした車が相

次いだ。 

雪害対策本部を設置。 
 

記載の追加 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 被害想定 

（３）帯広市の被害想定 

（略） 

帯広市洪水ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 被害想定 

（３）帯広市の被害想定 

（略） 

帯広市洪水ハザードマップ 

 

洪水ハザードマ

ップ更新に伴う

修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P43 

 

第３章 防災組織 

第３節 帯広市災害対策本部 

６ 本部の組織及び所掌事務 

別表３ 各部班の所掌事務 

部名 班  名 所  掌  事  務 

都
市
環
境
部 

道路班 

1 道路、河川、橋梁及び堤防等の保護及び応急対策に関するこ

と。 

2 市街地の浸水防止対策に関すること。 

3 障害物の除去に関すること。 

4 応急作業用車両等の確保及び応急資機材の調達、輸送に関す

ること。 

5 治水計画の実施についての連絡調整に関すること。 

6 災害復旧工事に関すること。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

7 その他特命事項に関すること。 

（略） （略） 

公園緑地班 
1 公園、緑地、街路樹の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 その他特命事項に関すること。 

（略） （略） 
 

第３章 防災組織 

第３節 帯広市災害対策本部 

６ 本部の組織及び所掌事務 

別表３ 各部班の所掌事務 

部名 班  名 所  掌  事  務 

都
市
環
境
部 

道路班 

1 道路、河川、橋梁及び堤防等の保護及び応急対策に関するこ

と。 

2 市街地の浸水防止対策に関すること。 

3 障害物の除去に関すること。 

4 応急作業用車両等の確保及び応急資機材の調達、輸送に関す

ること。 

5 治水計画の実施についての連絡調整に関すること。 

6 災害復旧工事に関すること。 

7 街路樹の被害調査及び応急対策に関すること。 

8 その他特命事項に関すること。 

（略） （略） 

公園緑地班 
1 公園、緑地＿＿＿＿の被害調査及び応急対策に関すること。 

2 その他特命事項に関すること。 

（略） （略） 
 

所掌事務の修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P46 

 

 

 

 

 

 

 

P47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P47 

第４節 気象業務に関する計画 

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災気象通報 

（１）気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達 

  ア 種類及び発表基準 

（ア）気象等に関する特別警報 

     予想される現象が特に異常であるため重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、その

旨を警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
（略） 

（ウ）気象注意報の種類 （発表基準は別表参照） 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による災害」

のおそれについても注意を呼びかける。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

大雨注意報 

大雨により災害    が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。                                  

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿大雪により災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。 

濃霧注意報 

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

雷注意報 

落雷＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い

竜巻等の突風や「ひょう」による災害についての注意喚起が付加されることも

ある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表される。 

 

なだれ注意報 

「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれのあるとき

に発表される。 

 

霜注意報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的

には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表され

第４節 気象業務に関する計画 

２ 気象 に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災気象通報 

（１）気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達 

  ア 種類及び発表基準 

（ア）気象等に関する特別警報 

     予想される現象が特に異常であるため重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、その

旨を警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される（一部の市町村は分割）。 
（略） 

（ウ）気象注意報の種類 （発表基準は別表参照） 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。強風による災害のおそれに加え、強風で雪が舞って視界が遮られることに

よる災害のおそれについても注意を呼びかける。ただし、「大雪＋強風」の意味

ではなく、大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときには大雪

注意報が発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

大雨注意報 

大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続

する。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 
降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。 

濃霧注意報 

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対

象となる災害として、濃い霧により見通しが悪くなることによる交通障害等の

災害があげられる。 

雷注意報 

落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴

い発生する激しい気象現象による人や建物への被害により災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、大気の乾燥により火災・延焼等が発生する危険が大きい気象

条件を予想した場合に発表される。 

なだれ注意報 

「なだれ」による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

山などの斜面に積もった雪が崩落することによる人や建物の被害が発生するお

それがあると予想したときに発表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通信線・送電線の断

線、船体着氷による転覆・水没等の被害が発生するおそれのあるときに発表さ

れる。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等の倒壊等

の被害が発生する（気温０℃付近で発生しやすい）おそれのあるときに発表さ

れる。 

霜注意報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的

には、春・秋に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果実の被害が

 

気象のみの項目 

 

 

 

 

現況に即して修

正 

 

気象庁 HP「気象

等の注意報の種

類と内容」との整

合を図る修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体

的には、低温による農作物等への著しい被害や、冬季の水道管 凍結や破裂に

よる著しい被害が発生するおそれがあるときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体

的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表され

る。 

       

 

イ 伝達 

    次の系統により伝達される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生するおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体

的には、低温による農作物等への著しい被害や、   水道管の凍結や破裂に

よる著しい被害の発生するおそれがあるときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体

的には、積雪が融解することによる土砂災害や浸水害が発生するおそれがある

ときに発表される。 

   

 

イ 伝達 

    次の系統により伝達される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁 HP「気象

等の注意報の種

類と内容」との整

合を図る修正 

 

 

 

 

 

 

 

現況に即した修

正（道の計画に準

拠した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 注      (二重線)で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく法定伝達先

         (太線)は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知の

措置が義務付けられている伝達 

       は放送・無線 

  ・「気象等に関する特別警報」が発表された場合、気象庁から携帯電話事業者を介し

て携帯電話ユーザーに「緊急速報メール」が配信 

(対策通報) 

（指定河川洪水予報除く） 

（指定河川洪水予報除く） 

（指定河川洪水予報除く） 

（指定河川洪水予報除く） 

帯広測候所及び 

釧路地方気象台 

北海道開発局 

開発建設部 

海上保安官署 

自衛隊 

北海道警察 

ＮＨＫ放送局 

報道機関 

船舶 

一
般
住
民 

十勝総合振興局 

帯 

広 

市  

北海道 

(危機対策課) 

(特別警報・警報のみ) ＮＴＴ東日本 

（五反田センター） 

消防庁 

水防活動用及び土砂災

害警戒情報は十勝総合

振興局（建設管理部）と

共同 

指定河川洪水予報は帯

広開発建設部と共同 

北海道運輸局 

北海道電力 

ネットワーク

 

 

 

 

                  

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 注      (二重線)で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく法定伝達先

         (太線)は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知の

措置が義務付けられている伝達 

       は放送・無線 

  ・「気象等に関する特別警報」が発表された場合、気象庁から携帯電話事業者を介し

て携帯電話ユーザーに「緊急速報メール」が配信 

 

削除 

（指定河川洪水予報除く） 

（指定河川洪水予報除く） 

（指定河川洪水予報除く） 

（指定河川洪水予報除く） 

帯広測候所及び 

釧路地方気象台 

北海道開発局 

開発建設部 

海上保安官署 

自衛隊 

北海道警察 

ＮＨＫ放送局 

報道機関 

船舶 

一
般
住
民 

十勝総合振興局 

帯 

広 

市  

北海道 

(危機対策課) 

(特別警報・警報のみ) ＮＴＴ東日本 

（五反田センター） 

消防庁 

水防活動用及び土砂災

害警戒情報は十勝総合

振興局（建設管理部）と

共同 

指定河川洪水予報は帯

広開発建設部と共同 

北海道運輸局 

北海道電力 

ネットワーク
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）気象情報等 

（略） 

イ 地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する情報。 

ウ 台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防災対策の

必要性を喚起することを目的として発表する情報。 

（略） 

オ 竜巻注意情報 

     積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に

なっている時に発表する情報。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域

を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を発表

する。この情報の有効期間は、発表から概ね1時間である。 

（略） 

 

 

別表 

警報発表基準 

 

 

 

警  報  名 基       準 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 13 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 140 

洪水 

流域雨量指数基準 

帯広川流域＝21.2、売買川流域＝13.7、 

機関庫の川流域＝4.5、ヌップク川流域＝

6.9、戸蔦別川流域＝24.8、ウツベツ川流域

＝7.7 新帯広川流域＝2.8、柏林台川流域＝

5.4                                     

                   

複合基準 十勝川流域＝（6、55.3） 

指定河川洪水予報に

よる基準 

十勝川〔共栄橋・帯広〕、 

札内川〔第二大川橋〕 

暴風  平均風速 20ｍ／ｓ 

暴風雪 平均風速 18ｍ／ｓ 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ40ｃｍ 

（３）気象情報等 

（略） 

イ 地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される情報。 

ウ 台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防災対策の

必要性を喚起することを目的として発表される情報。 

（略） 

オ 竜巻注意情報 

     積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に

なっている時に発表される情報。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地

域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨が発

表される。この情報の有効期間は、発表から概ね1時間である。 

（略） 

 

 

別表 

警報発表基準 

 

 

警  報  名 基       準 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 13 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 135 

洪水 

流域雨量指数基準 

帯広川流域＝21.2、売買川流域＝13.7、 

機関庫の川流域＝4.5、ヌップク川流域＝

6.9、戸蔦別川流域＝24.8、ウツベツ川流域

＝7.7 新帯広川流域＝2.8、柏林台川流域＝

5.4、第二柏林台川流域＝4.3、伏古別川流域

＝3.4、途別川流域＝15.1 

複合基準 十勝川流域＝（6、55.3） 

指定河川洪水予報に

よる基準 

十勝川〔共栄橋・帯広〕、 

札内川〔第二大川橋〕 

暴風  平均風速 20ｍ／ｓ 

暴風雪 平均風速 18ｍ／ｓ 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ40ｃｍ 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁の基準の

変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



帯広市地域防災計画（一般災害編）新旧対照表 

16 

 

頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

 

P53 

 

 

 

 

注意報発表基準 

注 意 報 名 基      準 

大雨 
表面雨量指数基準 8 

土壌雨量指数基準 86 

洪水 

流域雨量指数基準 

帯広川流域＝16.9、売買川流域＝10.9、機

関庫の川流域＝3.7、ヌップク川流域＝

5.5、戸蔦別川流域＝19.8、ウツベツ川流

域＝6.1、新帯広川流域＝2.1、柏林台川流

域＝4.3                

               

複合基準 
ウツベツ川流域＝（5、6.1） 

十勝川流域＝（5、46.3） 

指定河川洪水予報による

基準 

十勝川〔共栄橋・帯広〕、 

札内川〔第二大川橋〕 

強風 平均風速 12ｍ／ｓ 

風雪 平均風速 10ｍ／ｓ 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ25ｃｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 60ｍｍ以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

濃霧 視程 200ｍ 

乾 燥 最小湿度30％ 実効湿度60％ 

なだれ 
①24時間の降雪の深さ30ｃｍ以上 

②積雪の深さ50ｃｍ以上で日平均気温5℃以上 

低 温 

4・5・10月：（最低気温）平年より5℃以上低い 

11～3月  ：（最低気温）平年より8℃以上低い 

6～9月 ：(平均気温)平年より4℃以上低い日が2日以上継続      

霜 最低気温3℃以下 

着雪 気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 90ｍｍ 

 

 

注意報発表基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 報 名 基      準 

大雨 
表面雨量指数基準 8 

土壌雨量指数基準 91 

洪水 

流域雨量指数基準 

帯広川流域＝16.9、売買川流域＝10.9、機

関庫の川流域＝3.7、ヌップク川流域＝

5.5、戸蔦別川流域＝19.8、ウツベツ川流

域＝6.1、新帯広川流域＝2.1、柏林台川流

域＝4.3、第二柏林台川流域＝3.5、伏古別

川流域＝2.6、途別川流域＝12 

複合基準 
ウツベツ川流域＝（5、6.1） 

十勝川流域＝（5、46.3） 

指定河川洪水予報による

基準 

十勝川〔共栄橋・帯広〕、 

札内川〔第二大川橋〕 

強風 平均風速 12ｍ／ｓ 

風雪 平均風速 10ｍ／ｓ 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ25ｃｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 60ｍｍ以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

濃霧 視程 200ｍ 

乾 燥 最小湿度30％ 実効湿度60％ 

なだれ 
①24時間の降雪の深さ30ｃｍ以上 

②積雪の深さ50ｃｍ以上で日平均気温5℃以上 

低 温 

4・5・10月：（最低気温）平年より5℃以上低い 

11～3月  ：（最低気温）平年より8℃以上低い 

6～9月 ：(平均気温)平年より4℃以上低い日が2日以上継続      

霜 最低気温3℃以下 

着雪 気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 90ｍｍ 

 

 

 

気象庁の基準の

変更に伴う修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P55 

 

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

（略） 

２ 配慮すべき事項 

  ア 東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合災害時における市

民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

イ 高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等の災害時要援護者に十分配慮し、地域において災害時

要援護者を支援する体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女

双方の視点に十分配慮するよう＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿努めるものとする。 

    また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図

るものとする。 

第４章 災害予防計画 

第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

（略） 

２ 配慮すべき事項 

  ア 東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合災害時における市

民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

イ 高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支

援する体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に

十分配慮するよう、女性防災リーダーの育成や防災会議の委員に占める女性の割合を高めるなど、

防災の取組への男女共同参画に努めるものとする。 

    また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図

るものとする。 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

男女共同参画の

観点を明記 

P57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P58 

 

 

 

 

 

第２節 自主防災組織の育成等に関する計画 

大規模災害時には、住民の避難行動による混乱、同時多発的火災の発生等、さまざまな状況が予想さ

れる。 

 このため、行政の対応には自ずと限界があり、災害時の被害の軽減を図るためには、地域住民による

自主的な防災活動、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導等、地域住民による組織的な防災

活動が極めて重要な役割を果たすものである。 

 特に、乳幼児、障害者、高齢者等の災害時要援護者の安全確認、保護は緊急性を要することから、地域

住民の協力、援助が不可欠である。 

 このことを踏まえ、「自分たちのまち、地域は自分たちで守る」という自発的防災意識の高揚を図る機

会として、また、地域住民との連携による災害時の円滑な応急活動を実施するため、町内会等の組織を

生かした自主防災組織づくり、育成を推進するものとする。その際、女性の参画を促進するとともに、女

性リーダーの育成に努めるものとする。 

 

１ 地域住民による自主防災組織 

   市は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して、消防団や事業所

等と連携を行い、初期活動や救出・救護活動をはじめ、災害時要援護者の避難の誘導等防災活動が効果

的に行われるよう協力体制の確立を図るものとする。 

（略） 

３ 自主防災組織の編成 

   自主防災組織の活動を効果的に行うためには、既存の町内会組織を基本とした組織が重要であり、

その組織の中で役割分担を明確にすることが必要であることから、基本的な組織編成として、別表の

ような編成例を掲げたところである。  

  なお、組織の編成にあたっては、民生委員と防災福祉班（町内会福祉部等の構成）が協力し、災害

時要援護者に対する安全確保、避難誘導等に対応するよう努めるものとする。 

 

４ 組織の活動 

（１）平常時の活動 

（略） 

イ 防災訓練の実施 

（略） 

________________ 

     _______________________________________________________________ 

（エ）救出救護訓練 

   家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手当の

第２節 自主防災組織の育成等に関する計画 

大規模災害時には、住民の避難行動による混乱、同時多発的火災の発生等、さまざまな状況が予想さ

れる。 

 このため、行政の対応には自ずと限界があり、災害時の被害の軽減を図るためには、地域住民による

自主的な防災活動、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導等、地域住民による組織的な防災

活動が極めて重要な役割を果たすものである。 

 特に、乳幼児、障害者、高齢者等の要配慮者の安全確認、保護は緊急性を要することから、地域住民の

協力、援助が不可欠である。 

 このことを踏まえ、「自分たちのまち、地域は自分たちで守る」という自発的防災意識の高揚を図る機

会として、また、地域住民との連携による災害時の円滑な応急活動を実施するため、町内会等の組織を

生かした自主防災組織づくり、育成を推進するものとする。その際、女性の参画を促進するとともに、女

性リーダーの育成に努めるものとする。 

 

１ 地域住民による自主防災組織 

   市は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して、消防団や事業所

等と連携を行い、初期活動や救出・救護活動をはじめ、要配慮者の避難の誘導等防災活動が効果的に行

われるよう協力体制の確立を図るものとする。 

（略） 

３ 自主防災組織の編成 

   自主防災組織の活動を効果的に行うためには、既存の町内会組織を基本とした組織が重要であり、

その組織の中で役割分担を明確にすることが必要であることから、基本的な組織編成として、別表の

ような編成例を掲げたところである。  

  なお、組織の編成にあたっては、民生委員と防災福祉班（町内会福祉部等の構成）が協力し、要配

慮者に対する安全確保、避難誘導等に対応するよう努めるものとする。 

 

４ 組織の活動 

（１）平常時の活動 

（略） 

イ 防災訓練の実施 

（略） 

（エ）避難所開設・運営訓練_ 

     指定避難所の開設及び地域住民による自主的な運営を行う訓練を実施する。 

（オ）救出救護訓練 

   家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手当の

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練の例示を追

加 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P59 

 

 

 

P60 

 

方法等を習得する訓練 

（オ）図上訓練 

   一定の区域内における図面を活用して、想定される被害に対し、地域の防災上の弱点を見

出し、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地域住民の立場に立った図上

による訓練 

（略） 

 

エ 自力で避難することが困難な災害時要援護者の状況を掌握するとともに、災害時の支援体制づく

りを行うこと。 

（略） 

（３）災害時要援護者の援護活動 

     災害時には、災害時要援護者の安否確認、避難所への避難誘導を行うとともに、必要に応じて

福祉避難所や病院等へ移送するものとする。 

（略） 

組織編制例 

（略） 

（４）防災福祉班………………①町内会福祉部等で構成する。 

              ②町内における障害者、独居老人の安否確認、安全確保にあたるととも

に民生委員と連携をとる。 

              ③防災推進班と連携して障害者、独居老人等の災害時要援護者の避難誘

導にあたるとともに、状況に応じてボランティア等の要請を行う。 

              ④日常活動として、障害者及び独居老人等の防災対策を検討し、町内住

民に啓発する。 

 

方法等を習得する訓練 

（カ）図上訓練 

   一定の区域内における図面を活用して、想定される被害に対し、地域の防災上の弱点を見

出し、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地域住民の立場に立った図上

による訓練 

（略） 

 

エ 自力で避難することが困難な避難行動要支援者の状況を掌握するとともに、災害時の支援体制づ

くりを行うこと。 

（略） 

（３）要配慮者の援護活動 

     災害時には、要配慮者の安否確認、避難所への避難誘導を行うとともに、必要に応じて福祉避

難所や病院等へ移送するものとする。 

（略） 

組織編制例 

（略） 

（４）防災福祉班………………①町内会福祉部等で構成する。 

              ②町内における障害者、独居老人の安否確認、安全確保にあたるととも

に民生委員と連携をとる。 

              ③防災推進班と連携して障害者、独居老人等の要配慮者の避難誘導にあ

たるとともに、状況に応じてボランティア等の要請を行う。 

              ④日常活動として、障害者及び独居老人等の防災対策を検討し、町内住

民に啓発する。 

 

 

 

 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

P61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 防災訓練計画 

１ 訓練実施機関 

  訓練は、帯広市防災会議の構成機関の長、公共的団体の長、防災上重要な施設の管理者等、災害予防

責任者が自主的に訓練計画を作成し、もしくは実施し、又は他の災害予防責任者と共同して実施する

ものとする。 

  また、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、災害時要援護者を含めた地域住民等の地

域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるとともに、訓練後において評価を行い、

それを踏まえた体制の改善について検討するものとする。 

 

２ 訓練の種別 

（略） 

 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿ 

（８）その他災害に関する訓練 

 

３ 市及び防災会議が実施する訓練 

区  分 時  期 実施場所 実 施 方 法 所 管 

（略） 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

（略） 

第３節 防災訓練計画 

１ 訓練実施機関 

  訓練は、帯広市防災会議の構成機関の長、公共的団体の長、防災上重要な施設の管理者等、災害予防

責任者が自主的に訓練計画を作成し、もしくは実施し、又は他の災害予防責任者と共同して実施する

ものとする。 

  また、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、要配慮者を含めた地域住民等の地域に関

係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるとともに、訓練後において評価を行い、それ

を踏まえた体制の改善について検討するものとする。 

 

２ 訓練の種別 

（略） 

（８）応援・受援訓練 

（９）その他災害に関する訓練 

 

３ 市及び防災会議が実施する訓練 

区  分 時  期 実施場所 実 施 方 法 所 管 

（略） 

応援・受援訓練 適     時 その都度 図上又は実施訓練 

防災会議 

帯広市 

消防機関 

（略） 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施すべき訓練

に応援・受援訓練

を追記（道の計画

に準拠した修正） 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P62 

 

４ 民間団体等との連携 

  市及び防災関係機関等は、防災の日や防災週間等を考慮しながら、水防協力団体、自主防災組織、ボ

ランティア及び災害時要援護者を含めた地域住民等と連携した訓練を実施するものとする。 

４ 民間団体等との連携 

  市及び防災関係機関等は、防災の日や防災週間等を考慮しながら、水防協力団体、自主防災組織、ボ

ランティア及び要配慮者を含めた地域住民等と連携した訓練を実施するものとする。 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

P63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 災害時要援護者対策計画 

災害時における災害時要援護者の安全の確保に関する計画は、次のとおりである。 

１ 安全対策  

 災害時には、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等が、被害を受けやすい、情報を入手しにく

い、避難所における良好な環境を得にくいなどの状況におかれる場合が見られることから、市及び

社会福祉施設等の管理者は、これら災害時要援護者の安全の確保等を図るため、住民、自主防災組

織等の協力を得ながら、平常時から災害時要援護者の実態把握、緊急連絡体制及び避難誘導等の防

災体制の整備に努めるものとする。 

（１）市の対策 

   市は、防災担当部や福祉担当部をはじめとする関係部の連携の下、平常時から災害時要援護者に

関する情報を把握し、避難支援計画や災害時要援護者名簿の作成・定期的に更新を行うとともに、

庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒

体の両方で保管するほか、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を積極的に検討

する等、名簿情報        の適切な管理に努めるものとする。 

また、消防団、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から災害時要援護者と接している

社会福祉協議会、民生委員、福祉事業者、障害者団体等の福祉関係者と協力して、災害時要援護者に

関する情報の共有、避難行動支援に係る地域防災力の向上等、避難支援の体制整備を推進するもの

とする。 

   なお、市では災害に対する災害時要援護者への配慮について定めた「帯広市災害時要援護者避難

支援計画(平成22年2月22日)」(以下「おびひろ避難支援プラン」という。)に基づく支援体制の

確立を進める。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

ア 災害時要援護者対象者台帳(以下「要援護者台帳」という。)の作成。 

     要援護者台帳作成にあたっては、次の項目について定めるものとする。 

(ア) 要援護者台帳に記載する者の範囲 

① 「ひとり暮らし高齢者」に登録されている方 

② 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が１級又は２級の方 

③ 介護保険法に基づく要介護認定結果が要介護３、４又は５と判定された方 

④ 療育手帳の交付を受けている方 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

⑥ 指定難病等の特定医療費受給者証の交付を受けている方 

                                 

                                  

第４節 避難行動要支援者対策計画 

災害時における避難行動要支援者の安全の確保に関する計画は、次のとおりである。 

１ 安全対策  

 災害時には、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等が、被害を受けやすい、情報を入手しにく

い、避難所における良好な環境を得にくいなどの状況におかれる場合が見られることから、市及び

社会福祉施設等の管理者は、これら要配慮者の安全の確保等を図るため、住民、自主防災組織等の

協力を得ながら、平常時から要配慮者の実態把握、緊急連絡体制及び避難誘導等の防災体制の整備

に努めるものとする。 

（１）市の対策 

   市は、防災担当部や福祉担当部をはじめとする関係部の連携の下、平常時から避難行動要支援者

に関する情報を把握し、個別計画及び避難行動要支援者名簿の作成・定期的に更新を行うとともに、

庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒

体の両方で保管するほか、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を積極的に検討

する等、名簿情報及び個別計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

また、消防団、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から避難行動要支援者と接してい

る社会福祉協議会、民生委員、福祉事業者、障害者団体等の福祉関係者と協力して、避難行動要支援

者に関する情報の共有、避難行動支援に係る地域防災力の向上等、避難支援の体制整備を推進する

ものとする。 

   なお、市では災害に対する避難行動要支援者への配慮について定めた「おびひろ避難支援プラン

(平成22年2月22日)」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に基づく支援体制の確立を進める。 

 

ア 個別計画の作成 

市は、防災や福祉などの関係する部署のほか、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住

民、NPO等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作

成の同意を得て、個別計画を作成するよう努める。この場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍

結といった地域特有の課題に留意するものとする。また、個別計画については、避難行動要支援者

の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映した

ものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、

計画の活用に支障が生じないよう、個別計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

 

イ 避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)の作成。 

     要支援者名簿作成にあたっては、次の項目について定めるものとする。 

(ア) 要支援者名簿に記載する者の範囲 

① 要介護認定３以上の方 

② 視覚・聴覚障害１級、２級の方 

③ 上肢・下肢・体幹機能障害１級 又は 呼吸器機能障害１級の方 

④ 療育手帳Aを所持する方 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳１級を所持する方 

⑥ 指定難病患者のうち、以下に該当する方 

在宅人工呼吸器使用患者、酸素濃縮器使用患者、訪問支援対象疾患患者 

ただし、訪問支援対象疾患患者については、以下のいずれかに該当する方 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道のチェックリ

ストによる修正

（道の計画に準

拠した修正） 

 

 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 
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P63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

       

                                            

        

⑦ その他、避難支援が必要と認められる方 

   (イ) 要援護者台帳作成の記載事項 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先 

⑥ 避難支援等を必要とする理由 

⑦ 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

(ウ) 要援護者台帳作成に必要な個人情報の入手方法 

① 介護高齢福祉課  要介護認定者情報、「ひとり暮らし高齢者」登録情報 

② 障害福祉課    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳所有者情報 

③ 戸籍住民課    転居等情報 

④ 北海道知事その他の者  要援護者台帳作成に必要があると認められる情報 

(エ) 要援護者台帳等の更新に関する事項 

   市は、関係部署からの情報のほか、地域支援者からの情報を基に、要援護者台帳等の更新を

行い、少なくとも年１回情報共有先に提供する。 

イ 平常時における要援護者台帳情報の提供 

平常時における要援護者台帳情報の提供については、要援護者台帳に記載されている者のうち、

災害時要援護者の同意を得ている者の要援護者台帳情報とし、市関係部局以外は「おびひろ避難

支援プラン」による個別計画作成協議会の構成員とする。 

(ア) 消防機関(消防署、消防団)、   

(イ) 民生委員・児童委員 

(ウ) 社会福祉協議会 

(エ) 地域包括支援センター 

(オ) 連合町内会、単位町内会 

           

               

                 

（カ） その他、災害時要援護者支援等に携わる団体等 

ウ 要援護者台帳情報を提供する場合の配慮 

  要援護者台帳の漏えい防止のため、必要な措置を要援護者台帳情報の提供先に求め、個人の権

利利益の保護に必要な措置を講ずるものとする。 

エ 災害時要援護者に対しては、地域ぐるみの協力のもとに、きめ細かな緊急連絡体制の確立を図

る。 

  オ 災害時要援護者に対する避難誘導等の方法について、あらかじめ定めるものとし、避難所や避

難路の選定にあたっては、地域の災害時要援護者の実態に合わせて利便性や安全性を十分配慮す

る。 

 また、避難支援等関係者の安全確保についても配慮する。 

  カ 災害時要援護者が自らの対応能力を高めるために、災害時要援護者の態様に応じた防災教育や

防災訓練の充実強化を図る。 

  キ 災害時要援護者が必要な生活支援や相談等が受けられるよう特別な配慮を行う避難所(以下「福

・ADL（日常生活動作）全介助または一部介助を必要とし、本人・家族共に災害認知・避難行

動が困難な方 

・ADL自立または一部介助の方中、独居または、１日の大半を1人で過ごす方（避難時に配

慮が必要な方） 

⑦ その他、避難支援が必要と認められる方 

   (イ) 要支援者名簿作成の記載事項 

① 氏名 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先 

⑥ 避難支援等を必要とする理由 

⑦ 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

(ウ) 要支援者名簿作成に必要な個人情報の入手方法 

① 介護高齢福祉課  要介護認定者情報                 

② 障害福祉課    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳所有者情報 

③ 戸籍住民課    転居等情報 

④ 北海道知事その他の者  要支援者名簿作成に必要があると認められる情報 

(エ) 要支援者名簿等の更新に関する事項 

   市は、関係部署からの情報のほか、地域支援者からの情報を基に、要支援者名簿等の更新を

行い、適宜情報共有先に提供する。 

ウ 平常時における要支援者名簿情報の提供 

平常時における要支援者名簿情報の提供については、要支援者名簿に記載されている者のうち、

避難行動要支援者の同意を得ている者の要支援者名簿情報とし、市関係部局以外は避難支援等関

係者へ情報提供を行うこととする。 

(ア) 消防機関(消防署、消防団)、警察 

(イ) 民生委員・児童委員 

(ウ) 社会福祉協議会 

(エ) 地域包括支援センター 

(オ) 連合町内会、単位町内会 

(カ) 自主防災組織 

(キ) 個別計画作成協議会 

(ク) 福祉事業所、福祉専門職 

（ケ） その他、避難行動要支援者支援等に携わる団体等 

エ 要支援者名簿情報を提供する場合の配慮 

  要支援者名簿の漏えい防止のため、必要な措置を要支援者名簿情報の提供先に求め、個人の権

利利益の保護に必要な措置を講ずるものとする。 

オ 避難行動要支援者に対しては、地域ぐるみの協力のもとに、きめ細かな緊急連絡体制の確立を

図る。 

  カ 避難行動要支援者に対する避難誘導等の方法について、あらかじめ定めるものとし、避難所や

避難路の選定にあたっては、地域の避難行動要支援者の実態に合わせて利便性や安全性を十分配

慮する。 

 また、避難支援等関係者の安全確保についても配慮する。 

  キ 避難行動要支援者が自らの対応能力を高めるために、避難行動要支援者の態様に応じた防災教

育や防災訓練の充実強化を図る。 

  ク 避難行動要支援者が必要な生活支援や相談等が受けられるよう特別な配慮を行う避難所(以下

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

 

P64 

 

 

 

 

 

 

 

 

P65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祉避難所」という。)を確保するため、災害時における福祉避難所の使用に関する協定の締結など

災害時要援護者の避難支援体制の整備に取り組むものとする。 

（２）社会福祉施設等の対策 

  ア 社会福祉施設等の管理者は、利用者や入所者が災害時要援護者であり、施設の災害に対する安

全性を高めることが重要であることから、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低

限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復

旧等に必要な防災資機材の整備に努めるものとする。 

  （略） 

オ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にあり、帯広市地域防災計画に名称等の定めがある災害時

要援護者利用施設の管理者は、水防法及び土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律）の規定に基づき、避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を

実施するものとする。（資料編 資料４－２） 

 

２ 援助活動 

市は、災害時要援護者の早期確認等に努めるとともに、災害時要援護者の状況に応じた適切な援助

活動を行うものとする。 

（１）災害時要援護者の避難支援 

平常時から災害時要援護者名簿の情報を提供することに同意した者については、名簿情報に基づ

いて避難支援を行うとともに、平常時から名簿情報を提供することに不同意であった者についても、

可能な範囲で避難支援を行うよう、民生委員等の避難支援等関係者等に協力を求めるものとする。 

なお、避難支援を行うに当たっては、避難支援等関係者の安全確保の措置、名簿情報の提供を受け

た者に係る守秘義務等に留意する。 

（２）災害時要援護者の安否確認 

災害時要援護者名簿を有効に活用し、災害発生後、直ちに在宅避難者を含む災害時要援護者の所

在、連絡先を確認し、安否の確認を行う。 

（３）避難所等への移送 

      災害時要援護者を確認した場合は、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判断して以下

の措置を講ずるものとする。 

  ア 避難所若しくは福祉避難所への移動 

  イ 病院への移送 

  ウ 施設等への緊急入所 

（４）応急仮設住宅への優先的入居 

応急仮設住宅への入居にあたり、災害時要援護者の優先的入居に努めるものとする。 

（５）在宅者への支援 

災害時要援護者が在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適切

な援助活動を行うものとする。 

（６）応援要請 

災害時要援護者の把握状況に応じ、適宜、道、隣接市町村等へ応援を要請するものとする。 

 

３ 外国人への支援対策  

  市は、言語、生活及び防災意識の異なる外国人を「災害時要援護者」として位置づけ、災害時に迅速

かつ的確な行動がとれるよう、次のような条件及び環境づくりに努めるとともに、様々な機会をとら

えて防災対策についての周知を図るものとする。 

（１）                   多言語による広報の充実 

（２）避難場所、道路標識等の災害に関する表示板の多言語化          

（３）外国人を含めた防災訓練及び防災教育の実施 

「福祉避難所」という。)を確保するため、災害時における福祉避難所の使用に関する協定の締結

など避難行動要支援者の避難支援体制の整備に取り組むものとする。 

（２）社会福祉施設等の対策 

  ア 社会福祉施設等の管理者は、利用者や入所者が要配慮者であり、施設の災害に対する安全性を

高めることが重要であることから、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の

生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に

必要な防災資機材の整備に努めるものとする。 

（略） 

  オ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にあり、帯広市地域防災計画に名称等の定めがある要配慮

者利用施設の管理者は、水防法及び土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律）の規定に基づき、避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を実施

するものとする。（資料編 資料４－２） 

 

２ 援助活動 

市は、避難行動要支援者の早期確認等に努めるとともに、避難行動要支援者の状況に応じた適切な

援助活動を行うものとする。 

（１）避難行動要支援者の避難支援 

平常時から避難行動要支援者の情報を提供することに同意した者については、名簿情報に基づい

て避難支援を行うとともに、平常時から名簿情報を提供することに不同意であった者についても、

可能な範囲で避難支援を行うよう、民生委員等の避難支援等関係者等に協力を求めるものとする。 

なお、避難支援を行うに当たっては、避難支援等関係者の安全確保の措置、名簿情報の提供を受け

た者に係る守秘義務等に留意する。 

（２）避難行動要支援者の安否確認 

避難行動要支援者名簿を有効に活用し、災害発生後、直ちに在宅避難者を含む避難行動要支援者

の所在、連絡先を確認し、安否の確認を行う。 

（３）避難所等への移送 

      避難行動要支援者を確認した場合は、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判断して以

下の措置を講ずるものとする。 

  ア 避難所若しくは福祉避難所への移動 

  イ 病院への移送 

  ウ 施設等への緊急入所 

（４）応急仮設住宅への優先的入居 

応急仮設住宅への入居にあたり、避難行動要支援者の優先的入居に努めるものとする。 

（５）在宅者への支援 

避難行動要支援者が在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適

切な援助活動を行うものとする。 

（６）応援要請 

避難行動要支援者の把握状況に応じ、適宜、道、隣接市町村等へ応援を要請するものとする。 

 

３ 外国人への支援対策  

  市は、言語、生活及び防災意識の異なる外国人を「要配慮者」として位置づけ、災害時に迅速かつ的

確な行動がとれるよう、次のような条件及び環境づくりに努めるとともに、様々な機会をとらえて防

災対策についての周知を図るものとする。 

（１）支援物資の入手方法や広域避難の案内等、多言語による広報の充実 

（２）避難場所、道路標識等の災害に関する表示板の多言語化及びピクトグラム化 

（３）外国人を含めた防災訓練及び防災教育の実施 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難情報伝達や

広報等の充実に

ついて追記 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P68

～ 

P69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材の整備に関する計画 

１ 食料等の確保 

（略） 

（３）市は、避難所での感染症の拡大防止のため、マスク、消毒液等の衛生用品の確保に努めるものと

する。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

４ 企業・業界団体との優先供給協定等の締結 

（略） 

（１）企業・団体との優先供給協定等の締結状況 

 

協  定  の  名  称 協定締結企業・団体名称 協定締結年月日 

（略） （略） （略） 

 災害時における仮設トイレ等の供給に

関する協定 
帯広リース業協会 平成19年10月23日 

（略） （略） （略） 

災害時における応急生活物資の供給等

に関する協力協定 
㈱イトーヨーカ堂 平成23年 2月  4日 

（略） （略） （略） 

災害時における次世代自動車からの電

力供給の協力に関する協定 
帯広トヨペット株式会社 令和2年4月24日 

災害時における次世代自動車からの電

力供給の協力に関する協定 
トヨタカローラ帯広株式会社 令和2年4月24日 

（略） （略） （略） 
 

第５節 食料等の調達・確保及び防災資機材の整備に関する計画 

１ 食料等の確保 

（略） 

（３）市は、避難所での感染症の拡大防止のため、マスク、消毒液等の衛生用品の確保に努めるものと

する。 

（４）市は、備蓄に当たっては、滞在人口の多い時間帯の災害発生を考慮するほか、アレルギー対応食

や流動食、適温食の提供に必要な資機材を備蓄するなど、避難者の健康に配慮するものとする。ま

た、厳冬期の災害時には積雪等により域外からの物資が届きにくくなることを想定し、特に孤立予

想地域の備蓄の充実を図るものとする。 

（５）備蓄倉庫等については、備蓄物資が災害時に効果的に活用できるよう、孤立予想地域における物

資の確保、災害時のアクセスを十分考慮し設定するものとする。 

 

４ 企業・業界団体との優先供給協定等の締結 

（略） 

（１）企業・団体との優先供給協定等の締結状況 

 

協  定  の  名  称 協定締結企業・団体名称 協定締結年月日 

（略） （略） （略） 

                   

      
                   

（略） （略） （略） 

                  

         
                         

（略） （略） （略） 

災害時における次世代自動車からの電

力供給の協力に関する協定 
トヨタモビリティ帯広株式会社 令和2年4月24日 

                  

             
                        

（略） （略） （略） 
 

 

 

 

備蓄に当たり留

意すべき事項等

を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯広リース業協

会及び株式会社

イトーヨーカ堂

との協定終了に

伴う修正 

 

帯広トヨペット

とトヨタカロー

ラ帯広株式会社

の経営統合及び

商号変更に伴う

修正 

 

 

 

P70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難体制整備計画 

１ 避難誘導体制の構築 

（略） 

（５）市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害時における幼稚園・保育所・認

定こども園等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第６節 避難体制整備計画 

１ 避難誘導体制の構築 

（略） 

（５）市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害時における幼稚園・保育所・認

定こども園等の施設間と市との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（６）道及び市は、観光施設を通じ、観光客に災害発生時における避難等の措置について情報提供でき

るよう体制を構築する。 

（７）冬期の避難は、積雪や路面凍結等により時間を要することや暴風雪による視界不良、大雪・雪崩に

よる避難経路の寸断、寒さによる低体温症のリスクについて注意する必要があることから、市は、日

頃から、冬期における避難誘導体制の検討や冬期避難の困難性に関して住民等への周知に努めるも

のとする。 

（８）道は、広域避難や広域一時滞在（２次的な避難も含む）について、国が整理する考え方を踏まえな

がら、基本となる手順を定めるものとする。 

   道と市は、互いに連携し、基本となる手順等を踏まえながら、ホテル・旅館・福祉施設等、避難先

との連携協定や避難者への周知方法、避難者と２次避難先とのマッチング、輸送方法等、広域避難

等が円滑に実施できるよう、その環境整備を図る。 

 

 

 

 

 

観光客の避難等

の体制構築に係

る修正 

冬期の避難体制

構築を明記 

 

広域避難の具体

的な手順等を定

めることを明記 
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P71 

 

 

 

 

 

 

P72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難場所・避難所等の確保 

（略） 

（５）福祉避難所 

（略） 

イ 福祉避難所は、バリアフリー化など避難した災害時要援護者の生活に支障が少ないよう整備され

た施設とする。 

（略） 

（８）その他 

   （新設） 

 

 

市は、車での避難などに対応するため、市有施設の駐車場のほか、災害協定を締結すること等に

より、民間施設の駐車場を利用する体制の整備に取り組むものとする。 

 

 

（略） 

４ 避難計画の策定等 

（略） 

（２）防災マップ・ハザードマップ          等の作成及び住民への周知 

市長は、住民の円滑な避難を確保するため、水防法に基づく浸水想定区域など、災害発生時に人の

生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する

情報の伝達方法、避難指示等の意味と内容の説明、指定緊急避難場所及び指定避難所等、必要とな

る事項を記載した防災マップ、ハザードマップ         等を作成し、印刷物の配布その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮

したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全な場所にい

る人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてある

こと、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の

促進に努めるものとする。 

 

（３）避難計画 

市は、次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織等の育成を通じて避難体

制の確立に努めるものとする。また、災害時要援護者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主

防災組織、関係団体、福祉事業者、民生委員等の協力を得ながら、平常時より、情報伝達体制の整

備、災害時要援護者に関する情報の把握、避難支援計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるも

のとする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ア 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

  イ 避難場所・避難所等の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

  ウ 避難場所・避難所等への誘導方法（大規模集客施設、観光施設等については、入り込み客対策を

含む。） 

  エ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 

  オ 避難場所・避難所等の開設 に伴う被災者救護措置に関する事項 

  （ア）給水、給食措置 

  （イ）毛布、寝具等の支給 

２ 避難場所・避難所等の確保 

（略） 

（５）福祉避難所 

（略） 

イ 福祉避難所は、バリアフリー化など避難した要配慮者の生活に支障が少ないよう整備された施設

とする。 

（略） 

（８）その他 

 ア 市は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場

合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の

支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 

イ 市は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、市有施設の駐車

場や災害協定を締結すること等により、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中

泊避難者の支援方策を検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上

の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 

（略） 

４ 避難計画の策定等 

（略） 

（２）防災マップ・ハザードマップ・Webハザードマップ等の作成及び住民への周知 

市長は、住民の円滑な避難を確保するため、水防法に基づく浸水想定区域など、災害発生時に人の

生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する

情報の伝達方法、避難指示等の意味と内容の説明、指定緊急避難場所及び指定避難所等、必要とな

る事項を記載した防災マップ、ハザードマップ・Webハザードマップ等を作成し、印刷物の配布その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

ハザードマップ等の配布・周知等に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮し

たうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全な場所にいる

人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあるこ

と、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促

進に努めるものとする。 

 

（３）避難計画 

市は、次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織等の育成を通じて避難体

制の確立に努めるものとする。また、避難行動要支援者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自

主防災組織、関係団体、福祉事業者、民生委員等の協力を得ながら、平常時より、情報伝達体制の整

備、避難行動要支援者に関する情報の把握、個別計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるもの

とする。 

なお、避難計画の策定に際しては、昼夜間人口の差異や孤立可能性、冬の寒さ、夏の暑さ等の地

理的・気象的条件を考慮するよう努めるものとする。 

ア 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

  イ 避難場所・避難所等の名称、所在地、対象地区、収容人数及び家庭動物受入可否 

  ウ 避難場所・避難所等への誘導方法（大規模集客施設、観光施設等については、入り込み客対策を

含む。） 

  エ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 

  オ 避難場所・避難所等の開設等に伴う被災者救護措置に関する事項 

  （ア）給水、給食措置 

  （イ）毛布、寝具等の支給 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

防災基本計画修

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webハザードマ

ップを明記 

 

 

 

 

紙以外の媒体も

含むよう修正 

 

 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

昼夜間人口の差

異に留意するこ

とを追記 

 

家庭動物受入れ

体制の整備 
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P73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ウ）衣料、日用必需品の支給 

  （エ）暖房及び発電機用燃料確保 

（オ）負傷者に対する応急救護 

（新設） 

 

（略） 

キ 避難に関する広報 

  （ア）防災無線による周知 

（新設） 

  （イ）広報車（消防、警察車両の出動要請を含む。）による周知 

  （ウ）避難誘導者による現地広報 

  （エ）町内会等を通じた広報 

  （オ）通信機器等による周知 

 

（新設） 

 

 

 

 

５ 被災者の把握 

    被災者の避難状況の把握は、市の被災者支援、災害対策の基本であるが、発災直後においては、＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者の状況や避

難所への収容状況などの把握に支障を生じることが想定される。 

    このため、被災者支援システム等を活用し、被災者の状況把握、避難所における入所者の把握に

努めるものとする。なお、個人データの取り扱い＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿には十分留意

するものとする。 

また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様式を定め印刷の上、各避難所

に保管することが望ましい。 

 

 

  （ウ）衣料、日用必需品の支給 

  （エ）暖房及び発電機用燃料確保 

（オ）負傷者に対する応急救護 

（カ）上記のほか、一人ひとりの事情から生じる多様なニーズに配慮するなど、被災者の人間らし

さを保つために必要な生活環境の整備 

（略） 

キ 避難に関する広報 

  （ア）防災無線による周知 

（イ）SNSを活用した周知 

  （ウ）広報車（消防、警察車両の出動要請を含む。）による周知 

  （エ）避難誘導者による現地広報 

  （オ）町内会等を通じた広報 

  （カ）通信機器等による周知 

 

（４） 避難所運営 

避難所運営において、市は、地域におけるマニュアルの作成や訓練等を通じて、住民等が主体

的に避難所運営に関与できるよう指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努めるも

のとする。 

 

５ 被災者の把握 

    被災者の避難状況の把握は、市の被災者支援、災害対策の基本であるが、発災直後においては、道

路の寸断や停電の発生等に加え、避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者の状況

や避難所への収容状況などの把握に支障を生じることが想定される。 

    このため、被災者支援システム等を活用し、被災者の状況把握、避難所における入所者の把握に

努めるほか、デジタル技術を活用し、避難者台帳（名簿）を容易に作成できるシステムを整備するこ

とが望ましい。システムを整備する際には、個人情報の取り扱いや、停電時に備えた非常用電源の

確保には十分留意するものとする。 

また、避難者台帳（名簿）をデジタル管理する場合においても、避難者の状況を把握するための

システムのバックアップとして、必要に応じ印刷の上、各避難所に保管することが望ましい。 

 

 

 

 

尊厳が保たれる

よう配慮 

 

 

 

広報ツールの追

加 

 

 

 

 

 

第5章第5節10

から移動 

 

 

 

能登半島地震を

踏まえた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 相互応援（受援）体制整備計画 

１ 基本的な考え方 

（略） 

また、大規模災害等が発生した際に、被災市町村への応援体制を迅速かつ的確に実施できるよう、

応援や受援に関する計画や、災害の種類、被災地域に応じたマニュアルを策定し、それぞれ防災業務

計画や地域防災計画等に位置付けるよう努めるとともに、                                         

______________________________________________________防災総合訓練などにおいて応援・受援体

制を検証し、さらなる連携の強化を図るものとする。 

 

２ 相互応援（受援）体制の整備 

 帯広市 

（１）道や他の市町村への応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速かつ円滑に行えるよう、____ 

__________________________________________________________日ごろから道や他の市町村と災

害対策上必要な資料の交換を行うほか、あらかじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要な応援準

備及び受援体制を整えておくものとする。 

第７節 相互応援（受援）体制整備計画 

１ 基本的な考え方 

（略） 

また、大規模災害等が発生した際に、被災市町村への応援体制を迅速かつ的確に実施できるよう、

応援や受援に関する計画や、災害の種類、被災地域に応じたマニュアルを策定し、それぞれ防災業務

計画や地域防災計画等に位置付けるよう努めるとともに、派遣職員が現地において自活できるよう必

要な資機材や装備品等を携帯させることに努めるものとし、防災総合訓練などにおいて応援・受援体

制を検証し、さらなる連携の強化を図るものとする。 

 

２ 相互応援（受援）体制の整備 

 帯広市 

（１）道や他の市町村への応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速かつ円滑に行えるよう、応援

職員等の宿泊場所として活用可能な施設や空き地のリストなど、日ごろから道や他の市町村と災

害対策上必要な資料の交換を行うほか、あらかじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要な応援準

備及び受援体制を整えておくものとする。 

 

防災基本計画修

正を踏まえた修

正 
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P78 

 

第８節 情報収集・伝達体制整備計画 

（略） 

２ 市及び防災関係機関 

（１）高齢者、障害者等の災害時要援護者にも配慮したわかりやすい情報伝達と、災害時要援護者   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿等に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るも

のとする。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

また、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿被災者等への情報伝達手段として、防災行政無線

等の無線系の整備を図るとともに有線系や携帯電話＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿も含め、災

害時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努めるものとする。 

（２）非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用などにより、災害時の重要通信の確保に

関する対策の推進を図るものとする。この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効

性の確保に留意するものとする。 

 

第８節 情報収集・伝達体制整備計画 

（略） 

２ 市及び防災関係機関 

（１）高齢者、障害者等の要配慮者にも配慮したわかりやすい情報伝達と、要配慮者や災害により孤立

する危険のある地域の被災者等に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るも

のとする。特に、災害時に孤立するおそれのある地域で停電が発生した場合に備え、衛星携帯電話

や衛星インターネットなどにより、当該地域の住民との双方向の情報連絡体制を確保するよう留意

するものとする。 

また、停電の発生も想定し、情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通信手段の多重化・多様

化、非常用電源の確保に努めるものとする。特に、被災者等への情報伝達手段として、防災行政無線

等の無線系の整備を図るとともに有線系や携帯電話、衛星携帯電話、衛星インターネットも含め、要

配慮者にも配慮した多様な手段の整備に努めるものとする。 

（２）非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用などにより、災害時の重要通信の確保に

関する対策の推進を図るものとする。この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効

性の確保に留意するものとする。 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

通信手段の追記 

 

 

通信手段の多重

化・多様化につ

いて追記 
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P82 

 

 

 

 

 

 

 

 

P85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０節 消防計画 

（略） 

４ 火災予防 

  災害を未然に防止するため、火災の予防査察、消防用設備等の防火管理体制及び市民の自主的予防

の徹底した指導を図り、防火思想の普及に努めるものとする。 

（１）予防査察 

   査察については、多数の者が出入りする防火対象物、及び災害時要援護者世帯を含めた一般住宅

の防火診断等を計画的に実施して、予防対策の万全な指導を図るものとする。 

（略） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０節 消防計画 

（略） 

４ 火災予防 

  災害を未然に防止するため、火災の予防査察、消防用設備等の防火管理体制及び市民の自主的予防

の徹底した指導を図り、防火思想の普及に努めるものとする。 

（１）予防査察 

   査察については、多数の者が出入りする防火対象物、及び要配慮者世帯を含めた一般住宅の防火

診断等を計画的に実施して、予防対策の万全な指導を図るものとする。 

（略） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

消防機構の変更

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 導 ２ 係
審 査 係

救 急 ２ 係
普 及 係
南 出 張 所
東 出 張 所
森 の 里 出 張 所

指 導 課 指 導 １ 係

救 助 １ 係
救 助 ２ 係
柏 林 台 出 張 所
大 正 出 張 所
川 西 分 遣 所

救 急 課 救 急 １ 係

帯 広 消 防 署 庶 務 課 庶 務 係

警 防 課 警 防 １ 係
警 防 ２ 係

指 令 第 １ 係
指 令 第 ２ 係

予 防 課 予 防 指 導 係
危 険 物 係
広 報 調 査 係

消 防 救 助 課 消 防 係
防 災 救 助 係

救 急 企 画 課 救 急 企 画 係

情 報 指 令 課 情 報 シ ス テ ム 係

とかち広域消防事務組合 とかち広域消防局 総 務 課 総 務 企 画 係
施 設 装 備 係
人 事 給 与 係

広 報 審 査 担 当

南 出 張 所
東 出 張 所
森 の 里 出 張 所

予 防 課 予 防 １ 係
予 防 ２ 係

大 正 出 張 所
川 西 分 遣 所

救 急 課 救 急 １ 係
救 急 ２ 係
普 及 担 当

警 防 課 警 防 １ 係
警 防 ２ 係
救 助 １ 係
救 助 ２ 係
柏 林 台 出 張 所

予 防 規 制 課 予 防 指 導 係
危 険 物 係
広 報 調 査 係

帯 広 消 防 署 庶 務 課 庶 務 係

救 急 企 画 課 救 急 企 画 係

情 報 指 令 課 情 報 シ ス テ ム 係
指 令 第 １ 係
指 令 第 ２ 係

総 務 企 画 係
施 設 装 備 係
人 事 給 与 係

消 防 救 助 課 消 防 係
防 災 救 助 係

とかち広域消防事務組合 とかち広域消防局 総 務 課
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防職員・団員及び消防車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消防職員・団員及び消防車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員・車両

本部・署・団別

64 1 3 4

192 6 1 1 1 1 2 1 6 1 6 26

本 署 86 1 1 1 1 1 1 1 1 5 13

柏 林台出 張所 24 2 1 3

南 出 張 所 26 1 1 1 3

大 正 出 張 所 14 1 1 2

東 出 張 所 20 1 1 2

森 の 里出 張所 20 1 1 2

川 西 分 遣 所 2 1 1

346 7 4 ＿ 0 0 0 0 0 0 0 0 11

本 部 7 0

桜 華 分 団 19 0

帯 広 第 １ 分 団 35 1 1

帯 広 第 ２ 分 団 29 1 1

帯 広 第 ３ 分 団 30 1 1

帯 広 第 ４ 分 団 25 1 1

帯 広 第 ５ 分 団 24 1 1

川 西 第 １ 分 団 25 1 1

川 西 第 ２ 分 団 26 1 1

川 西 第 ３ 分 団 24 1 1

川 西 第 ４ 分 団 25 1 1

川 西 第 ５ 分 団 20 1 1

大 正 第 １ 分 団 35 1 1

大 正 第 ２ 分 団 22 1 1

※とかち広域消防局は、十勝管内１９市町村で構成する消防本部。

と か ち広 域消 防局

帯 広 消 防 署

帯 広 市 消 防 団

※令和４年４月１日現在

高

規

格

救

急

車

指

揮

車

そ

の

他

車

両

合

計

は

し

ご

車

屈

折

は

し

ご

車

化

学

車

救

助

工

作

車

職

員

団

員

数

水

槽

付

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車

小

型

動

力

ポ

ン

プ

付

積

載

車

小

型

動

力

ポ

ン

プ

付

水

槽

車

特殊車 人員・車両

本部・署・団別

64 1 3 4

192 6 1 1 1 1 2 1 6 1 6 26

本 署 86 1 1 1 1 1 1 1 1 5 13

柏 林台出 張所 24 2 1 3

南 出 張 所 26 1 1 1 3

大 正 出 張 所 14 1 1 2

東 出 張 所 20 1 1 2

森 の 里出 張所 20 1 1 2

川 西 分 遣 所 2 1 1

344 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12

本 部 7 0

桜 華 分 団 19 0

帯 広 第 １ 分 団 32 1 1

帯 広 第 ２ 分 団 30 1 1

帯 広 第 ３ 分 団 33 1 1

帯 広 第 ４ 分 団 26 1 1

帯 広 第 ５ 分 団 22 1 1

川 西 第 １ 分 団 25 1 1

川 西 第 ２ 分 団 26 1 1

川 西 第 ３ 分 団 22 1 1

川 西 第 ４ 分 団 23 1 1

川 西 第 ５ 分 団 20 1 1

大 正 第 １ 分 団 36 1 1

大 正 第 ２ 分 団 23 1 1

※とかち広域消防局は、十勝管内１９市町村で構成する消防本部。

そ

の

他

車

両

合

計

は

し

ご

車

屈

折

は

し

ご

車

化

学

車

救

助

工

作

車

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車

小

型

動

力

ポ

ン

プ

付

積

載

車

小

型

動

力

ポ

ン

プ

付

水

槽

車

特殊車 高

規

格

救

急

車

指

揮

車

職

員

団

員

数

水

槽

付

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車

と か ち広 域消 防局

帯 広 消 防 署

帯 広 市 消 防 団

※令和６年４月１日現在
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P88 

 

（３）水 利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水 利 

 

時点修正 

 

P90 

 

第１１節 水害予防計画 

１ 現  況 

  本市の河川数は、１級河川が２６本、準用河川が５本、普通河川が９０本となっている。 

  このうち、水防上特に注意を要する重要水防箇所は、１３６箇所（令和２度）（帯広市水防計画

「資料編」に掲載）となっている。 

 

２ 予防対策 

  国、道、及び市は、次のとおり予防対策を実施するものとする。 

  洪水等による災害を防ぎ、又は被害の軽減を図るとともに、流水の正常な機能を維持するため、河

川改修事業等の治水事業を推進するものとする。また、市内を流れる重要水防箇所を有する河川及び

水位周知河川については、堤防の決壊、漏水、越水等が発生する可能性や、洪水により相当な損害が生

ずるおそれがあることを踏まえ、「災害が発生するおそれがあり特に警戒を要する河川」として河川監

視を随時実施するほか、河川管理者と連携して災害予防策を講じ、河川の管理に万全を期するものと

する。 

さらに、洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために

必要な事項、並びに浸水想定区域内の地下街及び主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設

で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものの名称及

び所在地について住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配付その他の必要な措置

を講じるものとする。 

（略） 

４ 災害時要援護者が利用する施設の洪水予報等の伝達 

市は浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦その他特に防災上の配慮を要する災害時要援

護者が利用する施設（資料編 資料４－２）について、洪水時に円滑かつ迅速な避難の確保が図れるよ

う、洪水予報等を電話、ＦＡＸ、広報車により施設管理者に伝達するとともに、避難誘導等を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

第１１節 水害予防計画 

１ 現  況 

  本市の河川数は、１級河川が２６本、準用河川が５本、普通河川が９０本となっている。 

  このうち、水防上特に注意を要する重要水防箇所は、１５４箇所（令和６度）（帯広市水防計画

「資料編」に掲載）となっている。 

 

２ 予防対策 

  国、道、及び市は、次のとおり予防対策を実施するものとする。 

  洪水等による災害を防ぎ、又は被害の軽減を図るとともに、流水の正常な機能を維持するため、河

川改修事業等の治水事業を推進するものとする。また、市内を流れる重要水防箇所を有する河川及び

水位周知河川については、堤防の決壊、漏水、越水等が発生する可能性や、洪水により相当な損害が生

ずるおそれがあることを踏まえ、「災害が発生するおそれがあり特に警戒を要する河川」として河川監

視を随時実施するほか、河川管理者と連携して災害予防策を講じ、河川の管理に万全を期するものと

する。 

さらに、洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために

必要な事項、並びに浸水想定区域内の地下街及び主として高齢者等の要配慮者が利用する施設で当該

施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものの名称及び所在

地について住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配付その他の必要な措置を講じ

るものとする。 

（略） 

４ 要配慮者が利用する施設の洪水予報等の伝達 

市は浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦その他特に防災上の配慮を要する要配慮者が

利用する施設（資料編 資料４－２）について、洪水時に円滑かつ迅速な避難の確保が図れるよう、洪

水予報等を電話、ＦＡＸ、広報車により施設管理者に伝達するとともに、避難誘導等を実施する。 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基　数 合　計

公設 1,741

私設 85

公設 47

私設 85

井 戸 公設

※令和４年４月１日現在

33

区　分

消 火 栓 1,826

防 火 水 槽 132

基　数 合　計

公設 1,742

私設 85

公設 48

私設 85

井 戸 公設 33

※令和６年４月１日現在

区　分

消 火 栓 1,827

防 火 水 槽 133
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P91 

 

伝達系統図 

 

伝達系統図 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

P104 

 

第１６節 積雪・寒冷対策計画 

４ 寒冷対策の推進 

（１）避難所対策 

    市は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、暖房器具等の備蓄や民間企業・

団体と屋内用大型暖房機等の優先供給に関する協定を締結するなど、暖房器具等の確保に努めるも

のとする。 

    また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿非常電源等の確保に努めるものとする。 

   なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予

想されることから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結

などにより、必要な台数の確保に努める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第１６節 積雪・寒冷対策計画 

４ 寒冷対策の推進 

（１）避難所対策 

    市は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、暖房器具等の備蓄や民間企業・

団体と屋内用大型暖房機等の優先供給に関する協定を締結するなど、暖房器具等の確保に努めるも

のとする。 

    また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、施設に外部受電盤等を設

置するなど、非常電源等の確保に努めるものとする。 

   なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予

想されることから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結

などにより、必要な台数の確保に努める。 

市は、災害時避難所を開設する際には、避難所床面の寒冷に伴う低体温症の発症を予防するた

め、開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努める。 

 

寒冷対策を追記 

P106 

 

第５章 災害応急対策計画 

第１節 災害情報収集・伝達計画 

１ 情報及び被害状況報告の収集、連絡 

災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報等｣という｡）の収集連絡は、災害の予防及び応急対策

を実施する基本となることから、市及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、ヘリコプター、衛星通信車、テレビ会議、通信ネットワーク等を全面的

に活用し、迅速・的確な災害情報等を収集し、相互に交換するものとする。 

また、被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡を行うための情報の収集・連絡システムの

ＩＴ化などに努めるものとする。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第５章 災害応急対策計画 

第１節 災害情報収集・伝達計画 

１ 情報及び被害状況報告の収集、連絡 

災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報等｣という｡）の収集連絡は、災害の予防及び応急対策

を実施する基本となることから、市及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織や無人航空機、

ＳＡＲ衛星等の情報収集手段、ヘリコプター、衛星通信車、テレビ会議、通信ネットワーク等を全面的

に活用し、迅速・的確な災害情報等を収集し、相互に交換するものとする。 

また、被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡を行うための情報の収集・連絡システムの

ＩＴ化などに努めるものとする。その際、ヘリ搭載カメラ、定点カメラなど様々な手段を用いて情報

収集に当たるとともに、夜間はヘリ搭載赤外線カメラ等についても積極的に活用するものとする。 

また、通信が途絶している地域で応急活動に当たる場合を想定し、衛星通信を活用したインターネ

ット機器の整備、活用に努めることとする。 

 

防災基本計画修

正を踏まえた修

正 

 

 

帯広開発建設部 
北海道警察 

十勝総合振興局

(危機対策室) 

報道機関 

自 衛 隊 

地
下
空
間
施
設 

災
害
時
要
援
護
者 

関
係
施
設 

電話・FAX・ 

広報車 

 

帯 広  市 

水防管理者 

(総務部危機対策課) 

NTT東日本 
五反田センター(警報のみ） 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

北海道 

(危機対策課) 

釧路地方気象台 

 

帯広開発建設部 
北海道警察 

十勝総合振興局

(危機対策室) 

報道機関 

自 衛 隊 

地
下
空
間
施
設 

要
配
慮
者 

関
係
施
設 

電話・FAX・ 

広報車 

 

帯 広  市 

水防管理者 

(総務部危機対策課) 

NTT東日本 
五反田センター(警報のみ） 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

北海道 

(危機対策課) 

釧路地方気象台 
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P130 

 

第２節 災害通信計画  

２ 電話及び電報の優先利用並びに通信途絶等における措置等 

（略） 

（２）電報による通信 

（略） 

（３）通信手段 

（略） 

（４）専用通信設備 

（略） 

（５）通信途絶時等における措置 

（略） 

 

第２節 災害通信計画  

２ 電話    の優先利用並びに通信途絶等における措置等 

（略） 

全削除 

（略） 

（２）通信手段 

（略） 

（３）専用通信設備 

（略） 

（４）通信途絶時等における措置 

（略） 

 

防災基本計画と

の整合を図る修

正 

P136 

 

第３節 災害広報・情報提供計画 

３ 災害情報等の発表の方法（発表責任者 広報第１班長） 

（略） 

（２） 住民に対する広報の方法及び内容 

  ア 一般住民並びに罹災者に対する広報活動は、次の方法により行うものとし、誤報道による混乱

の防止に万全を期するものとする。 

    また、高齢者、障害者等の災害時要援護者への伝達に十分配慮する。 

（略） 

 

第３節 災害広報・情報提供計画 

３ 災害情報等の発表の方法（発表責任者 広報第１班長） 

（略） 

（２） 住民に対する広報の方法及び内容 

  ア 一般住民並びに罹災者に対する広報活動は、次の方法により行うものとし、誤報道による混乱

の防止に万全を期するものとする。 

    また、高齢者、障害者等の要配慮者への伝達に十分配慮する。 

（略） 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

P144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P145 

 

 

 

 

 

 

P146 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

（略） 

１ 避難実施責任者及び措置内容 

風水害、火災等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要があると認め

られるときは、避難実施責任者は、次により避難指示等を発令する。 

特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の

避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難指示のほか、災害時要援護者等、特に避難

行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始

することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始め

ることや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避難を伝達する必要がある。 

（略） 

３ 避難の基準と態様 

  避難指示等は、災害の危険性の程度により、次の基準により発令する。発令に際しては、広報車や報

道機関等を通じ、災害状況等の十分な説明を加えて発令する。 

（１）高齢者等避難 

   災害が発生するおそれがあり、要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始し

なければならない段階 

（略） 

４ 避難指示等の周知 

  市は、避難指示等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難指示等の発令に当たって

は、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身体に危険が及ぶおそれがある

ことを認識できるように避難指示等の伝達文の内容を工夫することや、その対象者を明確にすること、

避難指示等に対応するレベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行動につ

いて、住民にとって具体的でわかりやすい内容とするよう配慮し、防災行政無線、北海道防災情報シ

ステム、Ｌアラート（災害情報共有システム）、サイレン、広報車両、テレビ、ＣＡＴＶ、ラジオ（コ

第５節 避難対策計画 

（略） 

１ 避難実施責任者及び措置内容 

風水害、火災等の災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要があると認め

られるときは、避難実施責任者は、次により避難指示等を発令する。 

特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の

避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難指示のほか、避難行動要支援者等、特に避

難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開

始することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始

めることや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避難を伝達する必要がある。 

（略） 

３ 避難の基準と態様 

  避難指示等は、災害の危険性の程度により、次の基準により発令する。発令に際しては、広報車や報

道機関等を通じ、災害状況等の十分な説明を加えて発令する。 

（１）高齢者等避難 

   災害が発生するおそれがあり、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始し

なければならない段階 

（略） 

４ 避難指示等の周知 

  市は、避難指示等の避難情報を迅速かつ確実に住民に伝達するため、避難指示等の発令に当たって

は、消防機関等関係機関の協力を得つつ、次の事項について、生命や身体に危険が及ぶおそれがある

ことを認識できるように避難指示等の伝達文の内容を工夫することや、その対象者を明確にすること、

避難指示等に対応するレベルを明確にして対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行動につ

いて、住民にとって具体的でわかりやすい内容とするよう配慮し、防災行政無線、北海道防災情報シ

ステム、Ｌアラート（災害情報共有システム）、サイレン、広報車両、テレビ、ＣＡＴＶ、ラジオ（コ

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

P147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、インターネット（SNS含む）、

緊急情報一斉伝達システムなど複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速かつ的確に、当該地域の住民

等に対して伝達し、住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

特に、災害時要援護者の中には、避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行動をとることが

可能な者もいることから、障害の状態等に応じ、適切な手段を用いて情報伝達を行うとともに、民生

委員等の避難支援等関係者が災害時要援護者名簿を活用して着実な情報伝達及び早期に避難行動を

促進できるよう配慮する。 

（略） 

６ 避難の方法 

（１）避難誘導 

   避難者の誘導は、総務部及び市民福祉部の職員、消防職員・団員、警察官がこの任に当たるもので

あるが、この任において民間協力団体の協力を得て、避難指示の伝達、避難者の掌握を行うものと

し、特に老人、幼児、傷病者及び妊産婦等の災害時要援護者を優先的に誘導するよう配慮するもの

とする。 

市は、災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避

難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「近隣の安全な場所」への避難や、「屋内安全確保」

といった適切な避難行動を住民がとれるよう努めるものとする。特に、台風による大雨発生など事

前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民

に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。 

また、職員、消防職員・団員、警察官など避難誘導に当たる者の安全確保に努めるものとする。 

（略） 

８ 被災者の生活環境の整備 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災上重要な施設の管理者は、              

＿＿＿＿＿＿＿＿速やかな避難所の供与及び避難所における安全性や良好な居住性の確保      

＿＿＿＿＿＿に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

また、避難所に滞在する被災者、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者

のいずれに対しても、必要となる生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿など、被災者の生活環境の整備に必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 

９ 避難所の開設    

（１）市は、災害時に必要に応じ、洪水、土砂災害等の危険性を十分配慮し避難所を開設するとともに、

住民等に周知徹底を図るものとする。なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとと

もに、施設の構造や立地場所など安全性の確保に努めるものとする。また、災害時要援護者のため、

必要に応じて福祉避難所を開設するものとする。指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合に

は、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。 

（２）指定避難所だけでは避難所が不足する場合には、国や独立行政法人が所有する研修施設やホテル・

旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等災害時

要援護者、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生状況等に配慮して、被災地以外の地域に

あるものを含め、旅館やホテル等を借り上げる等、多様な避難所を確保し、避難支援に努めるとと

もに、災害時要援護者が災害時に速やかに避難することができる支援体制の確立に努めるものとす

る。 

（３）市は、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するものとする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、インターネット（SNS含む）、

緊急情報一斉伝達システムなど複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速かつ的確に、当該地域の住民

等に対して伝達し、住民の迅速かつ円滑な避難を図る。 

特に、避難行動要支援者の中には、避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行動をとること

が可能な者もいることから、障害の状態等に応じ、適切な手段を用いて情報伝達を行うとともに、民

生委員等の避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿を活用して着実な情報伝達及び早期に避難行

動を促進できるよう配慮する。 

（略） 

６ 避難の方法 

（１）避難誘導 

   避難者の誘導は、総務部及び市民福祉部の職員、消防職員・団員、警察官がこの任に当たるもので

あるが、この任において民間協力団体の協力を得て、避難指示の伝達、避難者の掌握を行うものと

し、特に老人、幼児、傷病者及び妊産婦等の要配慮者を優先的に誘導するよう配慮するものとする。 

市は、災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、指定緊急

避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「近隣の安全な場所」への避難や、「屋内安全確

保」といった適切な避難行動を住民がとれるよう努めるものとする。特に、台風による大雨発生な

ど事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、

住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。 

また、職員、消防職員・団員、警察官など避難誘導に当たる者の安全確保に努めるものとする。 

（略） 

 

８ 被災者の生活環境の整備 

災害応急対策実施責任者、公共的団体、防災上重要な施設の管理者は、市が予め作成した避難所マニ

ュアルを踏まえ、速やかな避難所の供与及び避難所における安全性や良好な居住性の確保及び福祉的

な支援の充実に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

また、避難所に滞在する被災者、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者

のいずれに対しても、必要となる生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、被災者支援に係る

情報提供、保健師・福祉関係者間との連携した状況把握など、被災者の生活環境の整備に必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 

９ 避難所の開設    

（１）市は、災害時に必要に応じ、洪水、土砂災害等の危険性を十分配慮し避難所を開設するとともに、

住民等に周知徹底を図るものとする。なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとと

もに、施設の構造や立地場所など安全性の確保に努めるものとする。また、要配慮者のため、必要に

応じて福祉避難所を開設するものとする。指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あ

らかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。 

（２）指定避難所だけでは避難所が不足する場合には、国や独立行政法人が所有する研修施設やホテル・

旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮

者、                  感染症の発生状況等に配慮して、被災地以外の地域に

あるものを含め、旅館やホテル等を借り上げる等、多様な避難所を確保し、避難支援に努めるとと

もに、要配慮者が災害時に速やかに避難することができる支援体制の確立に努めるものとする。 

 

（３）市は、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するものとする。 

また、避難所内を良好な生活環境とするため開設当初からパーティションや段ボールベッド等の

簡易ベッドを設置するよう努めるものとする。 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画修

正を踏まえた修

正 

 

 

 

 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能登半島地震を

踏まえた修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

 

P149

～ 

P150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

10 避難所＿の運営管理等  

（略） 

（４）市は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努め

るものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所を運営できるように

配慮するよう努めるものとする。 

（５）市は、避難所ごとに収容されている避難者に係る情報及び避難所で生活せず食事のみ受取りに来

ている被災者等に係る情報を早期に把握するとともに、やむを得ず避難所に滞在することができな

い被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。__________________________________________ 

______________ 

（６）市は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿避難所における生活環境に注意を払い、

常に良好なものとするよう実態とニーズ把握に努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイ

レの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。その際、避難所の良好な生活環境の

継続的な確保＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のために、道や市町村、医療・保健関係者等は連携して、段ボ

ールベッドの早期導入や、生面において優れたコンテナ型トイレの配備等の支援を行うとともに、

専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを

有する人材の確保・育成に努めるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの

確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑

さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。 

（７）（略） 

（８）（略） 

（９）（略） 

（新設） 

 

 

 

（10）市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化、新型コロナウイルス感染症を含む

感染症の発生状況等にかんがみ、必要に応じて旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

  特に要援護者等へは、北海道と北海道ホテル旅館生活衛生同業組合の間で締結した「災害発生時

等における宿泊施設の活用に関する協定」を活用するなど良好な生活環境に努めるものとする。 

（略） 

15 広域避難 

（略） 

（５）関係機関の連携 

  ア 道、市、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で

適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するように努めるものとする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（略） 

10 避難所等の運営管理等  

（略） 

（削除） 

 

 

（４）市は、避難所ごとに収容されている避難者に係る情報及び避難所で生活せず食事のみ受取りに来

ている被災者等に係る情報を早期に把握するとともに、やむを得ず避難所に滞在することができな

い被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。その際、デジタル技術を活用し効率的な情報の把握に努

めるものとする。 

（５）市は、被災者の人間らしさを保てる環境を整備するため、避難所における生活環境に注意を払い、

常に良好なものとするよう実態とニーズ把握に努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイ

レの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。その際、避難所の良好な生活環境の

継続的な確保及び福祉的な支援の充実のために、道や市町村、医療・保健関係者等は連携して、段ボ

ールベッドの早期導入や、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレ、キッ

チンカー等の設置に配慮するよう努めるとともに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情

報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する人材の確保・育成に努めるものとする。ま

た、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗

濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避

難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。 

（６）（略） 

（７）（略） 

（８）（略） 

（９）市は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約

し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の

利用者に対しても提供するものとする。 

  なお、道は、市に対する助言・支援に努めるものとする。 

（10）市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化、新型コロナウイルス感染症を含む

感染症の発生状況等にかんがみ、必要に応じて旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

  特に要配慮者等へは、北海道と北海道ホテル旅館生活衛生同業組合の間で締結した「災害発生時

等における宿泊施設の活用に関する協定」を活用するなど良好な生活環境に努めるものとする。 

（略） 

15 広域避難 

（略） 

（５）関係機関の連携 

  ア 道、市、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で

適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するように努めるものとする。 

この場合においては、次の事項に留意して対応するものとする。 

 （ア） 広域避難を行うべき場合やその対象者の整理 

 （イ） 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、旅館等を含む）の確保 

 （ウ） バスなど被災者の移送手段の確保 

 （エ） 広域避難についての被災者の意向の把握 

 （オ） 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテル、旅館等を含む）のマッチング 

 （カ） 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

 （キ） 広域避難先での継続的な支援 

 

文言の適正化 

 

予防対策である

ため、第4章第

6節4に移動 

 

防災基本計画修

正を踏まえた修

正 

尊厳が保たれる

よう追加 

 

防災基本計画修

正を踏まえた修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画修

正を踏まえた修

正 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

能登半島地震を

踏まえた修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P153 

 

 （略） 

16 広域一時滞在 

（１）道内の市町村への一時的な滞在 

 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

オ 知事は、災害の発生により市が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民について道内広域

一時滞在の必要があると認めるときは、市長の実施すべき措置を代わって実施する。 

また、市が必要な事務を遂行できる状況になったと認めるときは、速やかに市長に事務の引き継

ぎを行うものとする。 

なお、上記の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示するとともに、代行を終

了したときは代行した事務の措置について、市長に通知する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（略） 

 

 

 

 （略） 

16 広域一時滞在 

（１）道内の市町村への一時的な滞在 

 （略） 

オ 知事は、上記アに基づく市からの助言の求めがあった場合には、被災住民の広域一時滞在が円

滑に行われるよう調整するとともに、この場合において、必要に応じ上記イからエにより市又は

協議先市町村が行うこととされている協議、通知および公示を代わって実施することができるも

のとする。 

 

カ 知事は、災害の発生により市が必要な事務を行えなくなった場合、被災住民について道内広域

一時滞在の必要があると認めるときは、市長の実施すべき措置を代わって実施する。 

また、市が必要な事務を遂行できる状況になったと認めるときは、速やかに市長に事務の引き継

ぎを行うものとする。 

なお、上記の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示するとともに、代行を終

了したときは代行した事務の措置について、市長に通知する。 

（略） 

（４）関係機関の連携 

ア 道、市、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間

で適切な役割分担を行った上で、広域一時滞在を実施するよう努めるものとする。 

  この場合においては、次の事項に留意して対応するものとする。 

（ア）広域一時滞在を行うべき場合やその対象者の整理 

（イ）被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、旅館等を含む）の確保 

（ウ）バスなど被災者の移送手段の確保 

（エ）広域一時滞在についての被災者の意向の把握 

（オ）被災者の希望を踏まえた、施設（ホテル、旅館等を含む）のマッチング 

（カ）施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

（キ）広域一時滞在先での継続的な支援 

イ 道、市及び関係機関は、被災者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放

送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、一時滞在者等に役立つ的確な情報を提供できる

ように努めるものとする。 

 

（５）（略） 

 

 

 

 

受入れ先市町村

について道が調

整することも可

能とする旨を追

記 

 

 

 

 

 

 

 

能登半島地震を

踏まえた修正 

 

P155 

 

第６節 救助救出計画 

１ 実施責任 

（１）北海道警察 

   被災地域において生命、身体が危険な状態にある者の救助救出を実施する。 

（２）北海道 

道は、市から救助救出について応援を求められ、必要があると認めたときは、その状況に応じ、

自衛隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置を講ずる。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

また、市のみでは実施できない場合の救助救出を実施する。 

 

第６節 救助救出計画 

１ 実施責任 

（１）北海道警察 

   被災地域において生命、身体が危険な状態にある者の救助救出を実施する。 

（２）北海道 

道は、市から救助救出について応援を求められ、必要があると認めたときは、その状況に応じ、

自衛隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置を講ずる。 

特に、要救助者に関する情報については、道が集約し、救助救出活動を実施する機関等に情報提

供するととともに、必要に応じて救助救出活動に関する総合的な調整を行う。 

また、市のみでは実施できない場合の救助救出を実施する。 

 

要救助者に関す

る情報集約、調

整等の役割を明

記 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P171 

 

第１０節 食料供給計画 

（略） 

５ 食料の備蓄及び調達  

  災害発生直後において、国・道による救援が本格化するまでの期間については、帯広市が備蓄する

非常用食料により供給を行うものとする。 

  被災者の数が増大し、備蓄食料による供給では対応できない場合は、帯広市と協定を締結している

生活協同組合コープさっぽろ、イオン北海道株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社セブン-

イレブン･ジャパン及び市内の業者に協力を要請し、数量の確保を行うものとする。 

  また、炊き出し等に必要な食料を確保できないときは道東六市防災協定、北海道及び市町村相互応

援協定に基づく要請、及び十勝総合振興局を通じ、必要な物資の提供、斡旋を要請するものとする。 

また、乳児食については、人工栄養を必要とし、その確保が困難なものに対して、実情に応じて市が

市内取扱業者から購入し、支給するものとする。 

 

第１０節 食料供給計画 

（略） 

５ 食料の備蓄及び調達  

  災害発生直後において、国・道による救援が本格化するまでの期間については、帯広市が備蓄する

非常用食料により供給を行うものとする。 

  被災者の数が増大し、備蓄食料による供給では対応できない場合は、帯広市と協定を締結している

生活協同組合コープさっぽろ、イオン北海道株式会社、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社セブン-

イレブン･ジャパン及び市内の業者に協力を要請し、数量の確保を行うものとする。 

  また、炊き出し等に必要な食料を確保できないときは道東六市防災協定、北海道及び市町村相互応

援協定に基づく要請、及び十勝総合振興局を通じ、必要な物資の提供、斡旋を要請するものとする。 

また、乳児食については、人工栄養を必要とし、その確保が困難なものに対して、実情に応じて市が

市内取扱業者から購入し、支給するものとする。 

 

株式会社イトー

ヨーカ堂との協

定終了に伴う修

正 

P183 

 

第１３節 衣料・生活必需物資供給計画 

（略） 

３ 調達の方法 

（略） 

（３）備蓄・調達方法 

（略） 

  エ 災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等）に対する生活必需品の調達について

は、十分に配慮するものとし、社会福祉施設に対しては、災害時要援護者に配慮した物資の備蓄

を促進するよう啓発するものとする。 

 

第１３節 衣料・生活必需物資供給計画 

（略） 

３ 調達の方法 

（略） 

（３）備蓄・調達方法 

（略） 

  エ 要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等）に対する生活必需品の調達については、十分

に配慮するものとし、社会福祉施設に対しては、要配慮者に配慮した物資の備蓄を促進するよう

啓発するものとする。 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

P205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３節 住宅対策計画 

（略） 

２ 実施の方法 

（略） 

（２）応急仮設住宅  

（新設） 

 

 

 

 

ア 入居対象者 

      原則として、住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力で住宅

を確保できない者とする。 

イ 入居者の選定 

  市長は、入居者の選考に当たっては、被災者の資力その他の生活条件を十分調査の上、決定す

るものとする。 

ウ 建設型応急住宅の建設 

  原則として建設型応急住宅の設置は、知事が行う。なお、建設場所については、原則として、市

有地とする。ただし、市有地で適当な場所がない場合は、適当な公有地及び私有地とする。 

第２３節 住宅対策計画 

（略） 

２ 実施の方法 

（略） 

（２）応急仮設住宅  

ア 応急仮設住宅の種類は次のとおりとする。 

（ア） 建設型応急住宅 

プレハブ住宅、木造住宅の建設、ムービングハウス等の設置 

（イ） 賃貸型応急住宅 

  民間賃貸住宅等の提供 

イ 入居対象者 

      原則として、住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない者であって、自らの資力で住宅

を確保できない者とする。 

ウ 入居者の選定 

  市長は、入居者の選考に当たっては、被災者の資力その他の生活条件を十分調査の上、決定す

るものとする。 

エ 建設戸数＿＿＿＿＿＿＿＿ 

       道は、市長からの要請に基づき設置戸数を決定するものとする。 

オ 建設型応急住宅の建設地、構造等 

 

 

 

 

 

ムービングハウ

ス等を活用した

応急仮設住宅を

追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目の整理 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P205 

 

エ 建設戸数（借り上げを含む。） 

       道は、市長からの要請に基づき設置戸数を決定するものとする。 

オ 規模及び構造、存続期間 

  （ア）建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨組立方式又は木造により、２～６戸の連続建て又は共

同建てとし、北海道の気候に適した仕様とする。 

ただし、被害の程度その他必要と認めた場合は、一戸建てにより実施する。 

  （イ）応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事を完了した後、３箇月以内であるが、特定行政庁の

許可を受けて、２年以内とすることができる。 

     ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律に基づ

き、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに、期間を延長することができ

る。 

（ウ）維持管理 

知事が設置した場合、その維持管理は、知事から委任を受けた市長が管理する。また、市が設

置したものについては、市が管理を行う。 

 

  （ア）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建設場所＿＿＿＿は、原則として、市有地

とする。ただし、市有地で適当な場所がない場合は、適当な公有地及び私有地とする。 

（イ）建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨組立方式又は木造により、２～６戸の連続建て又は共

同建てとし、北海道の気候に適した仕様とする。 

ただし、被害の程度その他必要と認めた場合は、一戸建てにより実施する。 

  （ウ）応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事を完了した後、３箇月以内であるが、特定行政庁の

許可を受けて、２年以内とすることができる。 

     ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律に基づ

き、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに、期間を延長することができ

る。 

（エ）維持管理 

知事が設置した場合、その維持管理は、知事から委任を受けた市長が管理する。また、市が設

置したものについては、市が管理を行う。 

 

項目の整理 

P235 

 

第３２節 広域応援・受援計画 

（略） 

２ 実施内容 

（略） 

（新設） 

第３２節 広域応援・受援計画 

（略） 

２ 実施内容 

（略） 

（４）防災関係機関の活動拠点等 

防災関係機関は、災害応急対策若しくは災害復旧が円滑に実施できるよう、必要に応じて被災地

域付近における活動拠点の確保に努めるものとする。 

なお、活動拠点の確保や、燃料供給地点、応援者の宿泊場所等の確保が困難である場合は、道や

市、他の防災関係機関に対し活動拠点等の確保について協力を依頼することができる。 

 

 

活動拠点の確保

の必要性につい

て追記 

 

P239 

 

第３４節 災害ボランティアとの連携計画 

（略） 

４ ボランティアの活動 

（略） 

（２）専門ボランティア 

    ア  被災者に対するカウンセリングや相談活動 

    イ  外国人通訳や手話通訳、視覚障害ボランティア等の災害時要援護者対応 

    ウ  医療活動や住宅危険度判定等、専門分野での活動 

  エ 被災建築物の応急危険度判定 

 

第３４節 災害ボランティアとの連携計画 

（略） 

４ ボランティアの活動 

（略） 

（２）専門ボランティア 

    ア  被災者に対するカウンセリングや相談活動 

    イ  外国人通訳や手話通訳、視覚障害ボランティア等の要配慮者対応 

    ウ  医療活動や住宅危険度判定等、専門分野での活動 

  エ 被災建築物の応急危険度判定 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

 

P250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P267 

 

第７章 事故災害対策計画 

第１節 航空災害対策計画 

３ 災害応急対策 

連絡系統 

 

 

 

 

第５節 大規模な火事災害対策計画 

 （略） 

２ 災害予防 

 （略） 

（３）防火思想の普及 

   年二回（春・秋期）の全道火災予防運動、防災週間等を通じて、各種広報媒体を活用することによ

り、住民の防火思想の普及、高揚を図るものとする。 

   また、高齢者宅の防火訪問を実施する等、災害時要援護者対策に十分配慮するものとする。 

 （略） 

 

第７章 事故災害対策計画 

第１節 航空災害対策計画 

３ 災害応急対策 

連絡系統 

 

 

 

 

第５節 大規模な火事災害対策計画 

 （略） 

２ 災害予防 

 （略） 

（３）防火思想の普及 

   年二回（春・秋期）の全道火災予防運動、防災週間等を通じて、各種広報媒体を活用することによ

り、住民の防火思想の普及、高揚を図るものとする。 

   また、高齢者宅の防火訪問を実施する等、要配慮者対策に十分配慮するものとする。 

 （略） 

 

 

 

 

連絡系統の見直

しを反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

航空運送事業者

北海道エアポート㈱ 　空港ビル

帯広市 　北海道（危機対策局） 国（消防庁）

国土交通省
東京航空局

帯広空港出張所

　国土交通省東京航空局
　管轄空港事務所
　空港出張所・空港管理事務所
　他の空港運送事業者

陸上自衛隊
北部方面総監部
（防衛部防衛課）

（情報交換）

　北海道（十勝総合振興局）

　帯広警察署 北海道警察本部

　とかち広域消防局

　帯広市医師会・十勝医師会

　北海道（十勝総合振興局） 陸上自衛隊
北部方面総監部
（防衛部防衛課）

　帯広警察署 北海道警察本部

　とかち広域消防局

　帯広市医師会・十勝医師会

（情報交換）

帯広市 　北海道（危機対策局） 国（消防庁）

国土交通省
東京航空局

帯広空港出張所

　国土交通省東京航空局
　管轄空港事務所
　空港出張所・空港管理事務所
　他の空港運送事業者

航空運送事業者

北海道エアポート㈱ 　空港ビル
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頁 現   行（令和６年２月） 修 正 案（令和７年２月） 備 考 

P282 

 

第８章 災害復旧・被災者援護計画 

第２節 被災者援護計画 

 （略） 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

（１）被災者台帳の作成 

 （略） 

イ 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

① 氏名 ⑪ 市長が台帳情報を当該市以外の者に提供す

ることに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 ⑫ ⑪の提供先に台帳情報を提供した場合には、

その旨及びその日時 ⑤ 住家の被害その他市長が定める

種類の被害の状況 ⑬ 被災者台帳の作成に当たり、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25 年法律第27 号）

第２条第５項に規定する個人番号を利用す

る場合には、当該被災者に係る個人番号 

⑥ 援護の実施の状況 

⑦ 要援護者であるときは、その旨

及び要援護者に該当する事由 

⑧ 電話番号その他の連絡先 

⑨ 世帯の構成 ⑭ その他被災者の援護の実施に関し市長が必

要と認める事項 ⑩ 罹災証明書の交付の状況 

 

（略） 

第８章 災害復旧・被災者援護計画 

第２節 被災者援護計画 

 （略） 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

（１）被災者台帳の作成 

 （略） 

イ 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

① 氏名 ⑪ 市長が台帳情報を当該市以外の者に提供す

ることに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

② 生年月日 

③ 性別 

④ 住所又は居所 ⑫ ⑪の提供先に台帳情報を提供した場合には、

その旨及びその日時 ⑤ 住家の被害その他市長が定める

種類の被害の状況 ⑬ 被災者台帳の作成に当たり、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25 年法律第27 号）

第２条第５項に規定する個人番号を利用す

る場合には、当該被災者に係る個人番号 

⑥ 援護の実施の状況 

⑦ 要配慮者であるときは、その旨

及び要配慮者に該当する事由 

⑧ 電話番号その他の連絡先 

⑨ 世帯の構成 ⑭ その他被災者の援護の実施に関し市長が必

要と認める事項 ⑩ 罹災証明書の交付の状況 

 

（略） 

おびひろ避難支

援プランの改正

に伴う修正 

 


